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特定非営利活動法人日本マカオ定款

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人日本マカオ協会という。また、英文名をJAPAN

MACAO ASS001AT10Nと いい、略称をJMA会 とする。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置 く。

(目  的 )

第 3条  この法人は、日本マカオ間の友好・親善を深めるため、一般の人々に対 して、

マカオの地域情勢の紹介、文化、芸術、スポーツ等 (ゲー ミングを除 く)の普

及及び振興、並びにマカオの留学生等への支援等の事業を行い、社会教育の推

進及び国際協力に寄与することを目的とする。

(特 定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行 う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)学 術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)国 際協力の活動

(4)経 済活動の活性化を図る活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業を行 う。

(1)マ カオの社会制度、経済環境、観光等のセ ミナーの開催

(2)マ カオの文化、芸術や観光の紹介

(3)日 本とマカオとの友好親善のためのスポーツイベン ト等、文化事業の開催

(4)日 本及びマカオ市民との交流

(5)マ カオか らの留学生等に対する生活情報の提供、生活相談会の開催等の援助

(6)マ カオヘの進出やマカオの機能を利用 して各国との ビジネスを行 う企業に対

する資料・情報の提供及びマカオと日本の ビジネス活動の支援・促進

(7)広報誌の発行及びホームページ等による電子情報サー ビス

(8)料 理教室

(9)そ の他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行 う。

(1)ホ ームページ等電子情報サー ビスや広報誌への広告掲載事業

(2)マ カオ現地プロジエク トのサポー ト

3 前項に掲げる事業は、第 1項 に掲げる事業に支障がない限 り行 うものとし、そ

の利益は、第 1項 に掲げる事業に充てるもの とする。



第 2章 会 員

(種 別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 4種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以

下「法」という。)上 の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同 して入会 した個人

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人・法人・団体

(3)家族会員 正会員の配偶者

(4)学生会員 この法人の目的に賛同する学生等

(入 会 )

第 7条  会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会 しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に

申し込むものとする。

3 会長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限 り、入会を認めなけ

ればならない。

4 会長は、第 3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した書面を

もって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条  会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな

い 。

2 会員資格有効期限は、当法人の事業年度 (4月 1日 か ら3月 31日 )と する。会員資

格有効期限の起算 日は、当法人が入会申込書 を承認 し、入金のあった日とする。

(全員情報0壼更)

第9彙  会員は.入金中込書に■かれた内喜にっぃて,■があったときは.違やかに

■面または電磁的方法をもってその口を当法人に通知しなければならない。11,

-
2 前項の届出がなく会員が不利益を崚った0構に口じ.法人は一切の責任を負わな

いものとする.

(会 員の資格の喪失 )

第 10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)入会申込書に虚偽の事項を記載 したとき。

(3)入会申込者がかつて除名された者であつたとき。

(4)本 人が死亡 し、若 しくは失踪宣告 を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(5)正 当な理由な く会費を滞納 し、催告を受けてもそれに応 じず、納入 しないと

き。

(6)除名されたとき。

(退 会 )

第11条 会員は、会長が別に定める退会届またはそれに準 じる電磁的方法を含む書面

を会長に提出 して、任意に退会することができる。

(除 名 )



第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名

することができる。

(1)こ の定款に違反したとき。

(2)会員の名誉、信用、プライパシー権、その他の権利を侵害したとき。

(3)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(4)そ の他、法人が会員として不適切と判断したとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還 )

第13条 既に納入 した入会金、会費は、返還 しない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第14条  この法人に、次の役員を置 く。

(1)理事  3人
(2)監事  1人

2 理事のうち 1人 を会長とする。会長は、法人の業務について法人を代表する。

(選任等 )

第15条 理事及び監事は、理事会において選任する。

2 会長は、理事の互選 とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の

親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはな らない。

4 法第20条 各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )

第16条  会長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。

2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか じめ指名 した順

序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、

この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べること。

(任期等 )

第17条  役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任を妨げない。
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(欠 員補充 )

第18条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を 超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

(解 任 )

第19条  役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決によ り、これを解任

することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認め られるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわ しくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第20条  役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。

3 前 2項に関 し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(職 員)

第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置 くことができる。

2事務局長は、理事会の議決を経て会長が委嘱 し、職員は会長が任免する。

3事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定

める。

第 4章 会 議

(種 別 )

第22条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第23条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第24条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併



(総会の開催 )

第25条  通常総会は、毎年 1回 開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要 と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項 第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第26条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は、前条第 2項第 1号 及び第 2号の規定による請求があつたときは、その

日か ら40日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会 を招集するときには、会議の 日時、場所、目的及び審議事項 を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少な くとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(総会の議長 )

第27条  総会の議長は、会長がこれにあたる。

(総会の定足数 )

第28条  総会は、正会員総数の 2分の 1以 上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決 )

第29条  総会における議決事項は、第25条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 した

事項とする。ただ し、議事が緊急を要するもので、出席 した正会員の 3分の 2

以上の同意があつた場合は、この限 りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも

って決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等 )

第30条  各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された

事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、

総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第31条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあつては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項



2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人 が、記名押印

又は署名 しなければならない。

(理事会の構成 )

第32条  理事会は、理事 をもって構成する。

(理事会の権能 )

第33条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)会 員の除名

(4)事 業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役 員の選任及び解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(3)資産の管理の方法

(9)借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除 く。

他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)事務局の組織及び運営

(12)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

)そ の

(理事会の開催 )

第34条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上か ら理事会の目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第35条  理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第 2号 の規定による請求があつたときは、その日か ら30日 以内に

理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項 を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少な くとも10日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 36条  理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第37条  理事会における議決事項は、第32条 第 3項の規定によつてあらか じめ通知 し

た事項とする。ただ し、議事が緊急を要するもので、出席 した理事の3分の2以

上の同意があった場合は、この限 りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等 )



第38条  各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知 された

事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係 を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第39条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記

すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押

印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成 )

第40条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事 業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第41条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業

に関する資産の 2種 とす る。

(資産の管理 )

第42条  この法人の資産は、会長が管理 し、その方法は、理事会の議決を経て、会長

が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第43条  この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則に従つて行わなければならな

い 。

(会計の区分 )

第44条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2

種 とする。



(事 業年度 )

第45条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始ま り、翌年 3月 31日 に終わる。

(事 業計画及び予算 )

第46条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、会長が作成 し、理

事会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第47条 前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由により予算が成立 しないときは、

会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準 じ収益

費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第48条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、理事会の議決を経て、既定

予算の追加又は更正をすることができる。

(事 業報告及び決算 )

第49条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成 し、監事の監査を受け、

理事会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金 を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第50条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第51条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 3分の

2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条 第 3項 に規定する事項について

は、所轄庁の認証 を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前 項の規定により所轄庁の認証を得なければな らない

事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )

第52条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 3分の 2以



3

上の議決を経なければな らない。

第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

(残余財産の帰属 )

第53条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと

きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、理事会において議決

したものに譲渡するもの とする。

(合 併 )

第54条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 3分の 2以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第55条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して

行う。ただ し、法第28条の 2第 1項 に規定する貸借対照表の公告については、

この法人の主たる事務所の掲示場にて掲示 して行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第56条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ

る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第57条  事務局長及び職員の任免は、会長が行 う。

(組織及び運営 )

第58条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別

に定める。

第 10章 雑 則

(細 則 )

第59条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれ を

定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日か ら施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとお りとする。

会長長     渡 邊  章 太 郎

理 事     陳侃恰 CHAN PUI I

理 事      屠維穎 TOU WAI WENG

監 事     陳旭騰 CHAN 10K TANG

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条 第 1項 の規定にかかわ らず、この法

人の成立の日から令和9年 3月 31日 までとする。



4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわ らず、この法人の成立

の日から令和8年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第48条の規定にかかわ らず、設立理

事会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額 とする。

(1)入会金 正会員 (個 人)0円  賛助会員 (個 人・法人・ 団体) 0円  家族会員 0
円 学生会員 0円

(2)年会費 正会員 (個 人)5,000円  賛助会員 〈個人・法人・団体 )1口 50,000円  家

族会員 5,000円  学生会員 2,000円
(1日 以上 )



書式第 1号 (法第 10条・第23条関係)

設立・役員変更用

役員名簿 (役 員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人_日室マカオ協会
_

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第 20条関係 )

Z各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかにO)

(フ リガナ)

氏    名

報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等

1 r'重摯・監事
ヽ_ノ

ワタナベショ

タロウ

渡邊章太郎

4E △ F:_
7●ヌ

2
/ ヽ

t翌ジ:・ 監事
(チャンプイイ)

陳侃恰 ChN
PUI I

  
     

         有(D

3

/´

~ヽ

理す|・ 監事

(ト ウウァイウ
ェ ン )

屠維穎 TOU Ⅷ I

WENG

有 。(T)

4 理事・o
(チャンイオタ

ン )

陳旭騰 CHAN

10K TANG

有・③

5 理事・監事 有 4□:

6 理事・監事 有 征

7 理事・監事 有・無

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有・無

10 理事・監事 有・無



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法 日 マ カ
△

==

1 事業実施の方針

令和 7年度は、主にマカオの文化、芸術や観光の紹介、日本及びマカオ市民との交流、広報誌の発

行及びホームページ等による電子情報サービスなどを行っていく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4,0001千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【2,5001千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

マ カ オ の 文
化、芸術や観
光の紹介

の名界
の文化、芸術や観光 4月 東京都 10人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

500人 1,500

日本及 びマカ
オ市 民 との交
流

日本及びマカオ市民 との
交流

年 1回 東京都 15人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

500人 1 500

広報誌の発行
及びホームペ
ージ等による
電子情報サー
ビス

広報誌やホームページ等
の情報配信

随時 2人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

100人 1,000

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

ホームページ
等電子情報サ
ービスや広報
誌への広告掲
載事業

ホームページ等電子情報サービスや広報誌ヘ

の広告掲載事業
随時 2人 1,250

マ カ オ 現 地
プ ロ ジ ェ ク
トの サ ポ ー
ト

マカオ現地か
卜のサポー ト

らの個別依頼によるプロシェク 随 時 2人 1,250



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款 変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人_日_杢マカオ盤全 _
1 事業実施の方針

令和 8年度は、主にマカオの文化、芸術や観光の紹介、日本及びマカオ市民との交流、広報誌の発

行及びホームページ等による電子情報サービスなどを行っていく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【6,200】 千円 )
定款に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

マ カ オ の 文
化、芸術や観
光の紹介

の名界
の文化、芸術や観光 4月 東京都 10人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

500人 1,500

日本及びマ カ
オ市民 との交
流

日本及びマカオ市民 との
交流

年 1回 東京都 15人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

500人 1,500

広報誌の発行
及びホームペ
ージ等による
電子情報サー
ビス

広報誌やホームページ等
の情報配信

随時 2人

マカオに
興味をも
つ一般市
民

100人 1,000

マ カ オ の社
会制度、経済
環境、観光等
の セ ミナ ー
の開催

マカオとの交流を促すた
めの情報提供

年 1回 10人 マ カ オ
に 興 味
を も つ
一 般 市
民

日本 と マ カ

ォ との友好
親 善 のた め
の スポー ツ
イベント等、
文 化 事業 の
開催

両Ⅶ:所
「

民のスポーツ交
流会

年 1回 只 10ノ、 マ カ オ
に 興 味
を も つ
一 般 市
民

500

マ カ オ か ら
の 留 学 生 等
に 対 す る生
活 情 報 の 提
供、生活相談
会 の 開 催 等
の援助

~「
不薫珊罰

=す
るマカオの

留学生等の生活相談など
随 時 2人 マ カ オ

に 興 味
を も つ
一 般 市
民

マ カ オ ヘ の
進 出 や マ カ
オ の 機 能 を
利 用 し て 各
国 と の ビ ジ
ネ ス を 行 う
企 業 に 対 す
る資料・情報
の 提 供 及 び

マ
~万

オ進出を考える方ヘ
の情報提供

年 1回 2人 マ カ オ
に 興 味
を も つ
一 般 市
民

受益  |
対象者 |

範囲

10ノ、

東原召S 100



日
ネ
支

と
ジ

の
Ｅ
・

オ
ビ
動
副

力
の
活

・ィ

マ
本

ス
援

料理教室 マカオ料理 を紹介す る 年 1回 東京罰S 2人 オ
味

つ
市

力
興
も
般

マ
に
を

一
民

20人 1,000

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【2,500】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

ホームページ
等電子情報サ
ー ビスや広報
誌への広告掲
載事業

ホームページ等電子情報サービスや広報誌ヘ

の広告掲載事業
随時 2人 1,250

マ カ オ 現 地
プ ロ ジ ェ ク
トの サ ポ ー
ト

=再覆不現]西がらの個別依頼によるプロジェク
トのサポー ト

随時 2人 1,250



書式第 10号 (法第 10条 。第25条関係 )

令和 7年度 活動予算書 (その他事業が主登場合)

設立・定款変更用

特定非営利活動法人 日本マカオ協会

特定非営利活動に係る事彙 □回匡コ
目□

ロS
科 目

金   饉 小計・合計

lm.o∞ 160,αЮ

3.220,000
0

3.220.0∞ 3,220,000

6.500,0004.(ЮO,(XЮ 2,500,000
500,000
500.000
000,000

マカオの文化、芸術や観光の紹介事業収益
日本及びマカオ市民との交流事業収益
広,1議 の発行及びホームページ等による電子情報サービス事業収益
ホームベージ年電子情報サービスや広報鯰への広告掲載事業収益

受取補助金

2

ポ ーの

受取利息

マ カ

の

正会員受取会費
贅助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

7_370.000 2.まЮ.∞0 9.370.000

■850.Cn0 5,200,01)03.350,Om
1,500,000

200,000
150,000

650.000 1,300.000650,0(X,

200.000
100,000

0

200.000
150,000

2.500.000 6.500.0004.000.000

700.000700,∝Ю
0

500,000
100.000
100.000

2,600,000
∞

∞

∞

∞

∞

∞

2.600,000

1

1 件

2 その他経

2)その

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
滅価償却費
印刷製本費

3.300.0003.300.00〔
2.500.0(X, 9.αЮ.αЮ7.300.000

70.00070.000A B当 星 常 増 譲 饉

過年度損益修正益

災害損失
定資産売

経 常 外 増 C ・ (【D】当

経 分 長
70.00070_00(
70,000

0
及 び民

+
立 正

法人税 .

目留誦目 ■■
■■■■■|■■■■■■■■■■■■

■■■■■
■■■■■‖■■■■■|

‐ ‐ ‐ ■ ■ ■ ‐ ■
■■■■■
■■■■■

■■■■■■
■■■■■‖■■■■■ |■■■■■

■■■■■■■■■■■巨】

■E■■』 ■
=■

F ■■■■■■■■■■■■

■■■■■‖■■■■巨】
‐ ‐ ■ ■ ‐ ‐ ‐ ■ ■■■■■‖■■■■■ ■■■■■

■|■
■■■■■■■■■■■Ю I■■■■■

■■■■■‖■■■■□ ■■■■■■|

]i■IE:]■ ]■肛ヨロ
=ヨ

■J■匡ヨロ「 1日|:1=. ■■■■■■■■■■■巨】

●  タ



書式第 10号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (そ の他事業がある場合)

設立・定款変更用

特定非営利活動漱人 曰ホマカオ協会

単位 :円

特定非営利活動に係る事業 その他●彙

全   ■ 小計・合計
合計科 目

金  田 小計・合計

3∞ ,(Юゆ

200.000
100.000

aЮ,αЮ

2.720.000
0

2.7`p.αЮ 2.720,000

2.まЮ.αЮ 8,7(Ю,(Ю016.m.¨

100,000

1.000,000

マカオの文化、芸術や観光の紹介事業収益

日本及びマカオ市民 との交流事業収益
広報誌の発行及∪ヽホームページ等による電子情報サービス事業収益

マカオの社会制度、経湾環境、観光等のセ ミナーの開催
日本と,カ オとの友好曖このためのスポーツイベント等.文化事秦の厠催
ヤカオからの日学生等に対する生活情■の長快.生活11談 会の開饉事の口助

料理教室
ホームページ等電子情報サービスや広報誌への広告掲載事業収益

受取補助金

受取利.巳

の ポ ー

取

正会員受取会費
安助会員受取会,

受取寄附金
施設等受入評価益

11.720.0002.500.0(Ю0.220.000

■

1,000.000

200,000
150,000

1.350.000 5,700.000
3,000.000
650,000
400.000
000.000

4.350.000(1)~天孫]「
~

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

2,650,000:."0.lXЮ
450,000
400,000

0

200,000
100,000

■150.IЮ 0(2)その他経費
~

会議■
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

8.:晰 0.αЮ5.3m.0(X

710,000

0

500,000

100,000
100.000

7●O.αЮ(1)天F百
~~

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生■

2,600,000

1,200.000
300,000

100,000

2,∝Ю.(XЮ(2)そ の他経費
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

3.3∞.(XЮ3.300.αD
2.5∞.00( 1:.650.9.:501000饉

70.000,01.0()0A ― 【BI

過年度損益修正益
固

災害損失
固

C当 常 外 増 ヨ
晏 ,.L

70.00070.α
70,000

O正

■■■■■
■■■■‐ ■■■■■‖■■■■■■■■■■旧 ■■■■
■■■■■■■■■■‖■■■■■■■■■■旧 ■■■■

■ ■■■■■
■■■■■

■■■■■
■■■■■‖■■■■■■■■■■旧 ■■■■

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■

■■■■田

■E■E綱圏■田 E ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■|■
■■■■■‖ ■■■口 ■■■■回
‐ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ‐ ■■ ■ ‐ |

■■■■■■■■■■口 ■■■■■■■■■■巨】

■■■■■‖■■■口■ロ

:f■|コEヨEヨIF‐ ■El][1■C■D目0■ロロ
=10,コ

■■■■■■■: ■■■■口■

■E■E

■■■■■|■■■■■‖■■■■■■■■■■

■■■■■

2■画コロ



書式第6号 (法第 10条関係)

設   立   用

特定非営利活動法人日本マカオ協会  設立趣旨書
1.趣旨

マカオは、四百年以上前の大航海時代に栄え、その頃から日本との関係を築いてきました。西洋の様々

な文化、知識や技術はマカオを通 じて日本へ伝わり、 日本からも様々な品物がマカオを経由して西洋に渡

りました。貿易のみならず人の往来もありました。21世紀に入 り、日本とマカオの間に初めて直行空路が

開設され、人の往来が再び盛んになり双方の企業進出や投資といった経済交流も増えてきました。

このような社会情勢において、両国の交流をより幅広く活発に行えるような機会が増えれば、双方の社

会文化経済スポーツなどの発展に寄与することができ、両地域の架け橋 となるべく、活動をしてまいりた

いと考えます。両地域の人々の交流を通じて相互理解をより深めるための事業を行 うことにより日本及び

マカオの繁栄に貢献することを目的として、

(1)マカオの社会制度、経済環境、観光等のセミナーの開催

(2)マカオの文化、芸術や観光の紹介

(3)日 本 とマカオとの友好親善のためのスポーツイベン ト等、文化事業の開催

(4)日 本及びマカオ市民との交流

(5)マカオからの留学生等に対する生活情報の提供、生活相談会の開催等の援助

(6)マカオヘの進出やマカオの機能を利用 して各国とのビジネスを行 う企業に対する資料・情報の提供

及びマカオと日本のビジネス活動の支援・促進

(7)広報誌の発行及びホームページ等による電子情報サービス

(8)料理教室

の事業に取り組んでまいりたいと思います。

2.申 請に至るまでの経緯

コロナ禍より日本とマカオの友好親善活動の必要性を考えていた有志 10人が集まり、設立発起人の意

見に賛同したあと、それぞれの意思確認を行い、今回の申請をするに至りました。

2025年  1月  24日

設立代表者  渡邊章太郎

氏名  渡邊章太




